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1. デジタル・トランスフォメーション 

 

日本の経済産業省が 2018 年に『DX レポート：IT システム「2025 年の崖」克服と DX

の本格的な展開』1を発表してからすでに６年。日々、情報技術（IT）が進歩しているなか、

「2025年の崖」という課題を抱えている日本のデジタル・トランスフォーメーション（DX）

推進支援政策はようやく加速をし始め、国内の企業は大きな転換期を迎えています。 

DXを進めるには、まず、英語の digitisation（デジタイゼーション）、digitalisation（デ

ジタライゼーション）、digital transformation（DX）に由来する、「電子化」、「デジタル化」、

「DX」の3つの言葉の意味を正しく理解する必要があります 2。英語圏ではまとめて「3Ds3」

と呼ばれることもありますが、同義ではありません。 

電子化（デジタイゼーション） 

 日本語の「電子化」にあたる「デジタイゼーション」という言葉は、情報をアナログ形

式からデジタル形式に換えることを意味します。例えば、紙媒体の契約書をスキャンして、

PDFのようなデジタル形式の文書にすることを言います。 

デジタル化（デジタライゼーション） 

 「デジタル化（＝デジタライゼーション）」は、業務や作業自体をデジタルで行なうこと、

つまり業務や活動のプロセスをデジタル化することを意味します。身近な例としては、ス

マートフォンによる勤怠管理やオンライン会議などがあります。 

DX（デジタル・トランスフォーメーション） 

 「DX」は 、2004 年にスウェーデンのウメオ大学教授エリック・ストルターマン氏が提

唱した概念で、元来、「IT技術が浸透することで、人々の生活のあらゆる面をより良い状況

へと変化させる 4」ことを意味します。しかし、ビジネスシーンでの DXについては、経済
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産業省が『デジタルガバナンス・コード 2.0』のなかで「企業がビジネス環境の激しい変化

に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサー

ビス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化

風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています 5。つまり、DX とは組

織的な戦略を指し、組織内でデジタル化をばらばらに行なうのではなく、組織変革という

目標を目指し、組織全体で連携して戦略的に、また段階的に電子化・デジタル化を行なう

必要があると言えます。 

 

2．DX の成功とボーンデジタル記録の増加 

 

DXを成功させる主な鍵が業務プロセスのデジタル化と、デジタル化によって収集・蓄積

されるデータの活用であることは上述の『デジタルガバナンス・コード 2.0』からも明白で

あり、特に、その必要性について、業務の効率化、省力化や省人化などがメリットとして

挙げられます。また、業務プロセスをデジタル化することで、文書や情報は紙ではなくデ

ジタルとして作成・生成されるため、組織内のペーパーレス化を進めることができます。 

このように、初めからデジタルで作成・生成される文書やデータを「ボーンデジタル 6」

と言います。ペーパーレス化とは情報を保持する媒体を紙からデジタルに移行することで、

この際、情報量が減るわけではなく、紙の替わりにボーンデジタル文書やデータが作成さ

れ、目に見えないストレージに蓄積されていきます。それは一見なんの問題もないように

思われがちですが、ボーンデジタル文書やデータを「真正性」、「信頼性」、「完全性」、「利

用性」を失わずに適正に管理し、長期的に保存することは容易ではありません 7。経済産業

省の DX推進支援や IT専門家によるコンサルタントにおいても、ハード面の整備やデータ

の利活用によるメリットばかりに焦点が当てられ、業務プロセスのデジタル化により生ま

れるボーンデジタル文書やデータの適正な管理や保存の必要性や損失の危険性については

一切触れられていません。しかし、このまま DXが全国レベルで進めば 2030年までに想像

できないほどの量のボーンデジタルが適正に管理されないまま作成・蓄積されることにな

ります。 

渋沢栄一が創立指導・援助を行なった第十九国立銀行の流れを汲み 2021 年に創立 90 周

年を迎えた八十二銀行は、2013 年に発行した『八十二銀行八十年史』のあとがきに、紙か

らデジタルに移行したことで「計数の背景にあった事象等が記録されず、また、データの

上書処理によりデータそのものが消去されるなど、過去の変遷が読み取れない場合も出て

きました 8」と記しています。この事例に見るとおり、この問題は放っておくと手遅れにな

る危険性をはらんでいます。 

 

3．情報ガバナンス（Information Governance）と記録管理（Records Management） 

 

DXの成功に重要な役割を果たすのは「情報ガバナンス」の構築です。情報ガバナンスは、
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通常、組織で作成、取得、あるいは収集されたすべての文書、情報、データを、組織全体

にわたって適正かつ長期的に管理し、保存し、統制し、利用するためのしくみを構築し、

運用するための戦略のことを指し 9、情報ガバナンスを構築・改善することにより以下のよ

うなことを実現できるようになります。 

◇日常業務のスムーズかつ効率的な遂行 

◇法令準拠（法令で定められた文書・データの保存と廃棄義務の適正な遂行） 

◇適切な情報開示による説明責任 

◇リスク回避・低減 

◇権利等の証拠と透明性の保持/確保 

◇有効な情報資産としての利活用 

◇組織・事業継続の成功 

◇実績・知見の長期的な保存と継承 

情報ガバナンスの幹となるのが「記録管理（records management）」10で、「レコード・

マネジメント」と表記されることも多くなりました 11。記録管理とは、簡単に言えば、組織

全体で、以下のプロセスを行なうための方針やしくみを作って適用し、「記録」12 として特

定の「価値」を持つあるいは持ち得る文書やデータを適正に管理・保存することを指しま

す 13。 

1. 必要な文書やデータが作成されている 

2. 作成された文書やデータが適切かつ効率的に利活用できるよう保存・管理されている 

3. 継続的な事業の運営・コンプライアンス・説明責任・監査目的のために必要とされて

いる期間、適正に保存されていて必要なときに使用できる 

4. 上記の保存期間を過ぎた文書やデータを適正に廃棄あるいは長期保存のためにアーカ

イブズ等に移管している 

私たちは、日常業務のなかで文書やデータを作成し、送信し、受信し、使用し、蓄積し、

活用し、廃棄していますが、完全で真正な記録を適切に管理することではじめて記録の証

拠性を維持できるようになります。しかし、残念ながら、国内において、上記 1～4に関し

て方針やルールを定め、定期的に研修や説明会などを行なっている組織は多くありません。 

 

4．英国の DX：記録管理専門家の雇用と電子文書管理システムの普及 

 

・ブレア政権の電子政府構想（1999年） 

日本より早く DXが進んだ英国では、1999年、ブレア政権のもと「e-Government（電子

政府）」構想が打ち出され、2005年までに政府によるサービスをすべてデジタル化する戦略

を発表して以降、着実に DXが進められてきました。地方自治体のバックオフィス業務の効

率化および公共サービスの質とアクセスの向上を推進するため全国的な DX 推進支援が始

まったのが、政府と地方自治体協会の両者が 7 つの成果目標（key priorities）に合意した

2002年です 14（その前年に日本政府も、2006年までに世界で最も進んだ IT国家になるこ
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と、2004年までに電子政府および電子自治体を実現することを目標とした「e-Japan戦略」

を発表しています）。 

同国では、2002 年後半より徐々に公共サービスのデジタル化が普及し始め、税金や公共

料金の支払い等がオンラインへと移行しました。筆者が学んだリバプール大学でも、2005

年を境に大学のバックエンド業務のデジタル化が加速し、紙媒体で申請していた書類（例

えば休学届）は、数年間ですべて、オンラインポータルでの申請に変わったことを記憶し

ています。 

 

・電子文書記録システム導入と記録管理専門家の登用 

全国レベルで地方自治体に電子文書記録システム（Electronic Documents Records 

Management（EDRM））が導入され、それに伴い記録管理の専門家の雇用が急増しました。

2004 年度にリバプール大学大学院のアーカイブズ・記録管理学専攻を卒業した学生の数に

対し、地方自治体での求人率は 120％を超えていました。この背景に 2005年の情報自由法

15の全面施行が影響していることは間違いありませんが、重要なのは、記録管理の必要性が

地方自治体レベルで認識されていること、そして、デジタル記録の適正な保存管理と情報

自由法への対応のために記録管理専門家が不可欠とされたことであり、法改正や政策の方

向性によって記録管理の必要性が見直され、普及が進んだ例のひとつであると言えます。 

 

・2000年代におけるイギリス国立公文書館（TNA16）によるサポート体制と課題 

また、英国では TNA が 10 年以上に及ぶ英国政府の DX の道のりを記録管理という面で

支える役割を担っています 17。当時、TNAが直面した課題は、主に、2004年までにすべて

の省庁に EDRM を実装し、運用しなければならなかったこと、そして、2005 年の情報自

由法の全面施行に向け、記録の利用公開体制を整え、実装する必要があったことです。こ

こでは、英国政府が DX 政策を進めるなか、TNA が 2012 年以前に行なった取り組みの一

部を簡単に紹介します 18。 

 

・「シームレス・フロー・プログラム」と「デジタル長期継続」プロジェクト 

TNAでは、当時、IT状況を洗いだす「Fundamental Review of IT」と呼ばれる基礎調

査を行ない、その調査結果によって推奨された内容に基づき「Seamless Flow Programme

（シームレス・フロー・プログラム）」を計画しています 19。「シームレス・フロー」は、デ

ジタル記録が省庁で作成されてから、アーカイブズへ移管されウェブサイト上で利用公開

されるまでの一連のプロセスが流れるようにスムーズに行なわれることを目指すアプロー

チで、既存のシステムやデータベース間のつながりを築き、評価・選別・移管・保存・利

用提供といった TNA の業務プロセスをデジタル化することを目的としていました。2007

年に「Digital Continuity（デジタル長期継続）」と呼ばれるプロジェクトを立ちあげ、2011

年までの 5 年間、デジタル記録の継続的保存と利用提供のための取り組みを行ない、ツー

ルの開発だけでなく全国的な啓蒙も行ないました。 
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・多角的検索サービス「ディスカバリー」公開とデジタル記録保存管理基盤「DRI システ

ム」構築 

2012 年には「Discovery（ディスカバリー）」と呼ばれる多角的な検索サービスが公開さ

れ、同年に「DRI system」と呼ばれるデジタル記録保存管理のためインフラ構築も始まり

ました。2014年に報告された『Review of Government Digital Records』20の提言を踏ま

え、ボーンデジタル記録の問題と課題に焦点をあてた 6 つのパイロットプロジェクトを策

定し、2015 年にはすでに IT ツールを使った個人情報の特定および取り出し等の可能性に

関する成果を出しています 21。 

 

以上、日本に先立って DXを進めた英国の事例を紹介しました。公的機関における DXが

進めば、民間企業の DX加速の追い風となるのは間違いなく、今後は官民連携の増進も期待

されます。 

 

5．信頼できる記録と「信用」 

 

IT技術がさらに進化し、AIの台頭が予測されるこれからのデジタル社会において、これ

まで以上に「信用」が重要視されると考えられます。デジタル社会における信頼とは透明

性・証拠性・開示性・安全性の上に成り立ち、そのどれもが ISO15489 が示す「真正性」、

「信頼性」、「完全性」、「利用性」を有する記録の適正な管理・保存なくしては確保できま

せん 22。 

 

守屋淳氏は著書『渋沢栄一 『論語と算盤』』で、「信用で経済を回す」体制の構築と実現

に尽力した渋沢栄一が、1900年代初頭、「信用」の重要性について説いている講演記録に言

及しています。そのなかで渋沢は、日本の商売人は「信用というものを重んじて」おらず、

実際のインボイス（請求書）と「それより安価のインボイス」の二枚を取引相手に書かせ

るため、欧米人は「商取引においては日本人を完全に信用しようとはしない。これは我が

国の商工業者にとって大変な損失」であり改善されなくてはならないと述べています 23。 

 

信頼できる記録と情報を保持していることは、企業や組織の存続と成長においてこれまで
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以上に重要な要素になることは間違いなく、情報ガバナンスなくして DXの先に企業の未来

はないと言っても過言ではないでしょう。 

 

※ウェブサイト情報へのアクセスはすべて 2023年 11月 27日。 
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